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再開 １４：００ 

 

（議長） 
会議を再開いたします。 
これより各議案について討論採決を行います。採決の順は条例先議で行います。 
日程第２、議案第１６号、江差町コミュニティプラザえさしの設置及び管理に関する条

例の制定について討論採決を行います。 
お諮りいたします。本案については、討論を省略し直ちに採決したいと思いますが、ご

異議ありませんか。 

 
（「なし」の声） 

 

（議長） 

異議なしと認め直ちに採決致します。 
議案第１６号、江差町コミュニティプラザえさしの設置及び管理に関する条例の制定に

ついて、原案に賛成の方の挙手を求めます。 

 
（議長） 
挙手全員であります。 
よって、議案第１６号については、原案のとおり可決されました。 

 
（議長） 
日程第３、議案第１７号、江差町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例について、討論採決を行います。 
お諮りいたします。 
本案については討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 
（「なし」の声） 

 
（議長） 
異議なしと認め、直ちに採決いたします。 

 
（議長） 
議案第１７号、江差町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例について、賛成の、原案に賛成の方の挙手を求めます。 

 
（議長） 
挙手全員であります。 
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よって、議案第１７号については、原案のとおり可決されました。 

 
（議長） 
日程第４、議案第１８号、江差町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

について、討論採決を行います。 
お諮りします。 
本案については討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 
（「なし」の声） 

 
（議長） 
異議なしと認め、直ちに採決いたします。 

 
（議長） 
議案第１８号、江差町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について、

原案に賛成の方の挙手を求めます。 

 
（議長） 
挙手全員であります。 
よって、議案第１８号については、原案のとおり可決されました。 

 
（議長） 
日程第５、議案第１９号、江差町青少年問題協議会条例を廃止する条例について、討論

採決を行います。 
お諮りします。 
本案については討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 
（「なし」の声） 

 
（議長） 
異議なしと認め、直ちに採決いたします。 

 
（議長） 
議案第１９号、江差町青少年問題協議会条例を廃止する条例について、原案に賛成の方

の挙手を求めます。 

 
（議長） 
挙手全員であります。 
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よって、議案第１９号については、原案のとおり可決されました。 

 
（議長） 
日程第６、議案第２０号、江差町看護職員養成就学資金貸付条例の一部を改正する条例

について、討論採決を行います。 
お諮りします。 
本案については討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 
（「なし」の声） 

 
（議長） 
異議なしと認め、直ちに採決いたします。 

 
（議長） 
議案第２０号、江差町看護職員養成就学資金貸付条例の一部を改正する条例について、

原案に賛成の方の挙手を求めます。 

 
（議長） 
挙手全員であります。 
よって、議案第２０号については、原案のとおり可決されました。 

 
（議長） 
日程第７、議案第２１号、江差町学童保育設置条例の一部を改正する条例について、討

論採決を行います。 
お諮りします。 
本案については討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 
（「なし」の声） 

 
（議長） 
異議なしと認め、直ちに採決いたします。 

 
（議長） 
議案第２１号、江差町学童保育所設置条例の一部を改正する条例について、原案に賛成

の方の挙手を求めます。 

 
（議長） 
挙手全員であります。 
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よって、議案第２１号については、原案のとおり可決されました。 

 
（議長） 
日程第８、議案第２２号、江差町介護保険条例の一部を改正する条例について、討論採

決を行います。 
お諮りします。 
本案については討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 
（「なし」の声） 

 
（議長） 
異議なしと認め、直ちに採決いたします。 

 
（議長） 
議案第２２号、江差町介護保険条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の

挙手を求めます。 

 
（議長） 
挙手全員であります。 
よって、議案第２２号については、原案のとおり可決されました。 

 
（議長） 
日程第９、議案第２３号、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基

準等の一部を改正する省令の施行に伴う関連条例の整備に関する条例の制定について、討

論採決を行います。 
お諮りします。 
本案については討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 
（「なし」の声） 

 
 
（議長） 
異議なしと認め、直ちに採決いたします。 

 
（議長） 
議案第２３号、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部

を改正する省令の施行に伴う関連条例の整備に関する条例の制定について、原案に賛成の

方の挙手を求めます。 
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（議長） 
挙手全員であります。 
よって、議案第２３号については、原案のとおり可決されました。 

 
（議長） 
日程第１０、議案第２４号、江差町農業委員会の委員等の定数に関する条例の一部を改

正する条例について、討論採決を行います。 
お諮りします。 
本案については討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 
（「なし」の声） 

 
（議長） 
異議なしと認め、直ちに採決いたします。 

 
（議長） 
議案第２４号、江差町農業委員会の委員等の定数に関する条例の一部を改正する条例に

ついて、原案に賛成の方の挙手を求めます。 

 
（議長） 
挙手全員であります。 
よって、議案第２４号については、原案のとおり可決されました。 

 
（議長） 
日程第１１、議案第２５号、江差町港湾管理条例の一部を改正する条例について、討論

採決を行います。 
お諮りします。 
本案については討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 
（「なし」の声） 

 
（議長） 
異議なしと認め、直ちに採決いたします。 

 
（議長） 
議案第２５号、江差町港湾管理条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の

挙手を求めます。 
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（議長） 
挙手全員であります。 
よって、議案第２５号については、原案のとおり可決されました。 

 
（議長） 
日程第１２、議案第２６号、江差町給水条例の一部を改正する条例について、討論採決

を行います。 
お諮りします。 
本案については討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 
（「なし」の声） 

 
（議長） 
異議なしと認め、直ちに採決いたします。 

 
（議長） 
議案第２６号、江差町給水条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の挙手

を求めます。 

 
（議長） 
挙手全員であります。 
よって、議案第２６号については、原案のとおり可決されました。 

 
（議長） 
日程第１３、議案第２７号、江差町水道の敷設工事監督者の配置基準及び資格基準並び

に水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例について、討論採決を行

います。 
お諮りします。 
本案については討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 
（「なし」の声） 

 
（議長） 
異議なしと認め、直ちに採決いたします。 

 
（議長） 
議案第２７号、江差町水道の敷設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管
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理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の挙手を求

めます。 

 
（議長） 
挙手全員であります。 
よって、議案第２７号については、原案のとおり可決されました。 

 
（議長） 
日程第１４、議案第２８号、江差町公共下水道条例の一部改正する条例について、討論

採決を行います。 
お諮りします。 
本案については討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 
（「なし」の声） 

 
（議長） 
異議なしと認め、直ちに採決いたします。 

 
（議長） 
議案第２８号、江差町公共下水道条例の一部改正する条例について、原案に賛成の方の

挙手を求めます。 

 
（議長） 
挙手全員であります。 
よって、議案第２８号については、原案のとおり可決されました。 

 
（議長） 
日程第１５、議案第２９号、江差町公共下水道利用促進条例の一部を改正する条例につ

いて、討論採決を行います。 
お諮りします。 
本案については討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 
（「なし」の声） 

 
（議長） 
異議なしと認め、直ちに採決いたします。 

 
（議長） 
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議案第２９号、江差町公共下水道利用促進条例の一部を改正する条例について、原案に

賛成の方の挙手を求めます。 

 
（議長） 
挙手全員であります。 
よって、議案第２９号については、原案のとおり可決されました。 

 
（議長） 
日程第１６、議案第６号、令和６年度江差町一般会計予算について、これより討論を行

います。 
まず、原案に反対者の発言を許します。 

 
（議長） 
ありませんね。 
次に、原案に賛成の発言を許します。 

 
「大門議員」 
議長。 

 
（議長） 
大門議員。 

 
「大門議員」 
討論に先立ち、元日に発生した能登半島地震において、お亡くなりになられた方々のご

冥福をお祈りいたします。 
また、この間、江差町は、えっ。この間、町では友好都市の珠洲市に対し、迅速に職員

の派遣を行い、被災された方々の避難所の運営支援を行ったほか、義援金の呼びかけや、

ふるさと納税の代理受付を行うなど、幅広い支援の対応を取られた事に対し、町長をはじ

め職員の皆様に敬意を表したいと思います。 
それでは令和６年度一般、江差町一般会計予算について、賛成の立場から討論致します。 
議員の皆さんもご承知の通り、当町の財政は数年来、予断を許さないような状況が続い

ております。 
このような状況下で、限られた財源の中、住民の高齢化、地域の人口の減少、コロナ禍

で低迷した地域経済や産業振興の立て直しなど、多くの課題に対応した施策を具現化した

予算編成であります。 
令和６年度は、３期目の照井町政が折り返しを迎える事となります。 
重点施策としましては、高齢化社会を見据えた住民の足を確保するための、北部地域で

のバス路線の見直しや、江差マースを活用した取り組みのほか、これまで上町中心地域に
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おいて空き地となっておりました旧エコ―ビル跡地を活用し、地域コミュニティの創生を

寄与、寄与するコミュニティプラザえさし、通称エコーの供用開始を上町地区の活性化に

も、つな、繋がるものと期待しております。 
北の江の島構想においては、町民のノウハウを活用した拠点施設整備のぐ、具体化や運

営方針を見据えたものとなっております。 
一次産業においては、北部地域により、おける、水田の効率的経営を目指した基盤整備

事業や育てる漁業の支援強化など、継続した取り組みを進めております。 
檜山沖で計画されている洋上風力発電事業など、自然エネルギーを資源化し、将来的に

は地域経済の活性化にもつながるものと期待しております。 
また、防災情報伝達システムの構築のために、実施設計費や消防大型タンク車の更新な

ど、防災対策への取り組みや、近年の温暖化に伴う酷暑から子供たちを守るための町立小・

中学校へのエアコンの設置費用の計上など、早急な対応を地域の皆さんが安心安全に暮ら

せるために、大いに評価できるものです。 
更には、町道や橋梁、上下水道など、地域住民の生活を、生活基盤を支える継続的なイ

ンフラの整備に加えて、江差のシンボルである、かもめ島中央遊歩道の擁壁補強工事の実

施など、町民並びに観光客、安心安全の確保に取り組まれております。 
これまで精力的に行ってきた町民との対話や、各種団体からの要望なども踏まえ、限ら

れた財源ではありますが、江差町が抱える諸課題の解決に向けた積極的な姿勢が見られる

予算内容となっており、賛成すべき予算であるのと強く確信するものでございます。 
江差町の新たな魅力づくりと、地域経済の活性化、町民が住み続けたいと思える行政サ

ービスの継続などに向け、職員の英知を結集し、邁進されますようご期待申し上げ、賛成

の立場からの討論と致します。 
何卒、議員各位の賛成を宜しくお願い申し上げ、私の賛成の討論とさせて頂きます。 

 
（議長） 
他に質疑希望ござ、あー、他に討論希望ございますか。 

 
（「なし」の声） 

 
（議長） 
討論なしと認め採決に移ります。この採決は、起立によって行います。 
議案第６号、令和６年度江差町一般会計予算について、原案に賛成の方の起立を求めま

す。 

 
（議長） 
起立全員であります。 
よって、議案第６号については、原案のとおり可決されました。 
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（議長） 
日程第１７、議案第７号、令和６年度江差町国民健康保険費特別会計予算について、討

論採択を、討論採決を行います。 
お諮りします。 
本案については討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 
（「なし」の声） 

 
（議長） 
異議なしと認め、直ちに採決いたします。 

 
（議長） 
議案第７号、令和６年度江差町国民健康保険費特別会計予算について、原案に賛成の方

の挙手を求めます。 

 
（議長） 
挙手全員であります。 
よって、議案７号については、第７号については、原案のとおり可決されました。 

 
（議長） 
日程第１８、議案第８号、令和６年度江差町後期高齢者医療特別会計予算について、討

論採決を行います。 
お諮りします。 
本案については討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 
（「なし」の声） 

 
（議長） 
異議なしと認め、直ちに採決いたします。 

 
 
（議長） 
議案第８号、令和６年度江差町後期高齢者医療特別会計予算について、原案に賛成の方

の挙手を求めます。 

 
（議長） 
挙手全員であります。 
よって、議案第８号については、原案のとおり可決されました。 
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（議長） 
日程第１９、議案第９号、令和６年度江差町介護保険特別会計予算について、討論採決

を行います。 
お諮りします。 
本案については討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 
（「なし」の声） 

 
（議長） 
異議なしと認め、直ちに採決いたします。 

 
（議長） 
議案第９号、令和６年度江差町介護保険特別会計予算について、原案に賛成の方の挙手

を求めます。 

 
（議長） 
挙手全員であります。 
よって、議案第９号については、原案のとおり可決されました。 

 
（議長） 
日程第２０、議案第１０号、令和６年度江差町公設地方卸売市場事業特別会計予算につ

いて、討論採決を行います。 
お諮りします。 
本案については討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 
（「なし」の声） 

 
（議長） 
異議なしと認め、直ちに採決いたします。 

 
（議長） 
議案第１０号、令和６年度江差町公設地方卸売市場事業特別会計予算について、原案に

賛成の方の挙手を求めます。 

 
（議長） 
挙手全員であります。 
よって、議案第１０号については、原案のとおり可決されました。 
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（議長） 
日程第２１、議案第１１号、令和６年度江差町港湾整備事業特別会計予算について、討

論採決を行います。 
お諮りします。 
本案については討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 
（「なし」の声） 

 
（議長） 
異議なしと認め、直ちに採決いたします。 

 
（議長） 
議案第１１号、令和６年度江差町港湾整備事業特別会計予算について、原案に賛成の方

の挙手を求めます。 

 
（議長） 
挙手全員であります。 
よって、議案第１１号については、原案のとおり可決されました。 

 
（議長） 
日程第２２、議案第１２号、令和６年度江差町奨学金特別会計予算について、討論採決

を行います。 
お諮りします。 
本案については討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 
（「なし」の声） 

 
（議長） 
異議なしと認め、直ちに採決いたします。 

 
（議長） 
議案第１２号、令和６年度江差町奨学金特別会計予算について、原案に賛成の方の挙手

を求めます。 

 
（議長） 
挙手全員であります。 
よって、議案第１２号については、原案のとおり可決されました。 
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（議長） 
日程第２３、議案第１３号、令和６年度江差町水道事業会計予算について、討論採決を

行います。 
お諮りします。 
本案については討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 
（「なし」の声） 

 
（議長） 
異議なしと認め、直ちに採決いたします。 

 
（議長） 
議案第１３号、令和６年度江差町水道事業会計予算について、原案に賛成の方の挙手を

求めます。 

 
（議長） 
挙手全員であります。 
よって、議案第１３号については、原案のとおり可決されました。 

 
（議長） 
日程第２４、議案第１４号、令和６年度江差町公共下水道事業会計予算について、討論

採決を行います。 
お諮りします。 
本案については討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 
（「なし」の声） 

 
（議長） 
異議なしと認め、直ちに採決いたします。 

 
（議長） 
議案第１４号、令和６年度江差町公共下水道事業会計予算について、原案に賛成の方の

挙手を求めます。 

 
（議長） 
挙手全員であります。 
よって、議案第１４号については、原案のとおり可決されました。 
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（議長） 
日程第２５号、２５、議案第１５号、江差町財政調整基金の処分について、討論採決を

行います。 
お諮りします。 
本案については討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 
（「なし」の声） 

 
（議長） 
異議なしと認め、直ちに採決いたします。 

 
（議長） 
議案第１５号、江差町財政調整基金の処分について、原案に賛成の方の挙手を求めます。 

 
（議長） 
挙手全員であります。 
よって、議案第１５号については、原案のとおり可決されました。 

 
（議長） 
日程第２６、議案第３２号、指定管理者の指定について、討論採決を行います。 
お諮りします。 
本案については討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 
（「なし」の声） 

 
（議長） 
異議なしと認め、直ちに採決いたします。 

 
（議長） 
議案第３２号、指定管理者の指定について、原案に賛成の方の挙手を求めます。 

 
（議長） 
挙手全員であります。 
よって、議案第３２号については、原案のとおり可決されました。 

 
（議長） 
日程第２７、議案第３３号、指定管理者の指定について、討論採決を行います。 
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お諮りします。 
本案については討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 
（「なし」の声） 

 
（議長） 
異議なしと認め、直ちに採決いたします。 

 
（議長） 
議案第３３号、指定管理者の指定について、原案に賛成の方の挙手を求めます。 

 
（議長） 
挙手全員であります。 
よって、議案第３３号については、原案のとおり可決されました。 


